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植物品種等海外流出防止緊急対策事業実施要領 

 

制定  令和３年１月28日２食産第5433号 

農林水産省食料産業局長通知 

第１ 目的 

  農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業実施要綱（平成28年10月11日付け28食産第2762号農林水

産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。）別表１の事業の種類の欄の１の（６）の植物

品種等海外流出防止緊急対策事業（以下「本事業」という。）の実施については、実施要綱及び

農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業補助金交付要綱（平成28年10月11日付け28食産第2771号農

林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。）に定めるもののほか、本要領により実施

するものとする。 

 

第２ 事業実施主体 

 事業実施主体は、植物品種等海外流出防止対策コンソーシアムとする。 

 

第３ 事業の内容等 

本事業の内容及び補助対象となる経費の範囲については、次のとおりとする。なお、特段の定

めがない経費の補助率は定額とする。 

１ 海外出願促進対策 

 新品種の開発後、国際条約では４年あるいは６年以内に限り品種登録出願が認められている

が、この期間内に海外で出願を行っても、出願前に流出した種苗に育成者権が及ばないことか

ら、当該国で無断栽培が拡大する可能性がある。 

このため、我が国で開発された優良な植物新品種について、早期に海外への品種登録を進め

るため、次に掲げる（１）から（３）までに従い、支援対象事案を選定する。 

（１）海外における我が国品種の育成者権を確保するため、海外への品種登録出願に係る支援の

対象とする品種について、当該品種の育成者権者から公募する。 

支援対象品種は、農林水産業の輸出力強化戦略（平成28年５月19日農林水産業・地域の活

力創造本部決定）において、輸出戦略上重要な品目として位置づけられた品目（果樹類、い

ちご等）の品種を原則とし、申請に当たっては、輸出先国やその他必要事項を記載すること

とする。 

なお、「輸出事業計画（ＧＦＰグローバル産地計画）の認定規程（令和２年４月１日農林

水産大臣決定）」に基づき農林水産大臣による認定を受けたGFPグローバル産地計画に記載

のある品種（以下「グローバル産地と連携した品種」という。）については、当該出願品種

にかかる今後の輸出計画を策定し記載するとともに、グローバル産地と連携した品種以外に

ついても、当該出願品種で輸出に取り組もうとする産地の状況を集約し、その見込みについ

て記載することとする。 

（２）有識者等で構成される選定委員会を開催し、我が国農産物の輸出力強化に資する優先度を

勘案した上で、以下の要件を満たすものを支援対象として選定する。 

なお、グローバル産地と連携した品種については、予算の範囲内で優先的に採択するもの

とする。 

① 我が国において育成され、品種登録出願されたものであること。 
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② 出願先国の植物品種保護制度において保護対象となる品種であり、かつ、出願先国が規

定する未譲渡性等の出願要件を満たしていること。 

③ 海外において当該品種の品種登録を行うことが我が国農産物の輸出力の強化につなが

るものであること。 

（３）海外への品種登録や通関手続に精通した専門知識を有する者等と契約（支援対象となる品

種の育成者権者が別に選定した場合を含む。）し、その契約者又は当該育成者権者が海外へ

の品種登録に関する手続等を行う際に必要となる経費のうち、我が国農産物の輸出力強化の

ため重要な品種の場合は定額、それ以外は1/2以内を補助金として交付する。 

 （補助対象経費） 

国内経費：出願申請書作成費、翻訳費、補正資料作成経費、種苗輸送経費、通関経費、

通信運搬費、代理人経費、出願関連調査費、その他の出願に付帯する費用 

国外経費：出願申請費、種苗提出経費、通関経費、審査費、登録費、補正資料提出経費、

栽培試験費、翻訳費、通信運搬費、代理人経費、出願関連調査費、その他の出願に付帯す

る費用 

 

２ 簡易な許諾方法のモデル構築 

改正種苗法の施行に向け、自家増殖を含めた登録品種の利用許諾を行うに当たり、簡易な許

諾方法や新たな契約方法（サブスクリプション等）の導入、包括的な許諾（一括許諾管理団体

による許諾等）などをモデル的に実施する取組を支援する。支援の採択にあたっては、次に掲

げる（１）から（３）までに従い、支援対象事案を選定する。 

なお、構築するモデルは、当該モデルの事業実施地区のみならず、広く他地区へ効果が波及

するものとする。 

（１）支援対象とする育成者権の許諾モデルの構築について、育成者権者をはじめとする、登

録品種の利用者等当事者から構成される協議会、団体、コンソーシアム等から公募する。 

（２）有識者等で構成される選定委員会を開催し、適正な許諾モデルの構築、同モデルの他地

区への波及効果等を勘案した上で支援対象を選定する。 

（３）公募により選定された支援対象者に対し、許諾モデルを構築するに当たって必要な調査、

弁護士等による契約モデルの検証、新たな契約モデル構築に必要な電子申請システムの開

発、生産者に対する周知などに要した経費の1/2以内を補助金として交付する。 

（補助対象経費） 

人件費、謝金、旅費、会場借料、事務費（消耗品費、印刷費、資料作成費、通信運搬費等）、

弁護士等費用（弁護士、弁理士等の専門家に業務を依頼する際に要する経費）、アプリ等開

発・試験費、委託費、その他実証に必要な付帯費用 

 

３ 流通種子データベースの構築 

登録品種から一般品種まで含めて、流通名（商標、商品名を含む。）から農業者が容易に必

要な情報を検索し、農業者が利用しやすいデータベースを整備するため、データベースの設計

に際しての利用条件の検討、データベースに掲載する情報の収集、データベースのシステム開

発、開発したシステムの運用実証・効果検証、利用者に対しての周知などに要した経費の定額

を補助金として交付する。 

また、必要に応じ、それが適当である場合には、データベースの設計とシステム開発等を分
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離して実施することができる。 

なお、本データベースは、利用者の利便性を高めるため、栽培に関する情報、登録品種の利

用条件に関する情報（海外持出制限、栽培地域制限、自家増殖の許諾）等を掲載するとともに、

侵害を発見した場合の連絡先等を搭載することで、適切な品種利用の促進に資するものとす

る。 

また、データの更新については、種子販売業者、育成者権者等により更新可能な仕組みとす

ること。 

（補助対象経費） 

人件費、謝金、旅費、会場借料、事務費（消耗品費、印刷費、資料作成費、通信運搬費等）、

弁護士等費用（弁護士、弁理士等の専門家に業務を依頼する際に要する経費）、システム等

開発・試験費、システム等維持管理費、委託費、その他データベース構築に必要な付帯費用 

 

４ 品種登録制度におけるＤＮＡ判定技術の高度化 

我が国で開発された優良な植物新品種の保護が、重要な課題となっているなか、植物新品種

保護国際同盟国においては、新品種の審査の効率化や育成者権侵害の立証に当たっての遺伝子

情報の活用に関する技術開発が進められており、我が国としても技術的な知見を集積すること

が必要となっている。 

このため、我が国の国際競争力を有する主要作物に関し、品種登録審査や育成者権の侵害立

証に遺伝子情報を活用した高度な品種判定技術が活用できるよう、次に掲げる（１）及び（２）

の取組を支援する。 

（１） 総合解析 

個別分析によって得られた遺伝子情報に基づく品種の判別技術について横断的な評価を

行うとともに、日本として優先的に取り組むべき課題を明らかにする。 

（２） 個別分析 

食用作物、果樹、野菜など我が国が国際競争力を有する品目を対象に、病害虫抵抗性や

生理的特性などの品種特性と遺伝子情報の関係性及び育成者権侵害対策に活用可能な遺伝

子情報に基づく品種の判別技術を調査する。 

（個別分析の実施主体） 

個別分析の実施者は、事業実施主体が実施する場合を除き、事業実施主体が公募し有識

者で構成される選定委員会により選定された民間団体等とする。公募及び選定に必要とな

る公募要領及び審査要領は、事業実施主体が定めるものとする。 

（補助対象経費） 

人件費（賃金、技能者給）、旅費、謝金、会場借料、使用料及び賃借料、試料作成費、分

析費、栽培試験費、役務費、委託費、備品費、事務費（消耗品費、印刷製本費、資料作成費、

通信運搬費）、その他必要な付帯費用 

 

 

第４ 事業実施期間 

   本事業の実施期間は、令和２年度とする。 

 

第５ 採択基準 
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   実施要綱第４の採択基準は、次に掲げるとおりとする。 

１ 事業実施計画が、事業の目的に照らして適切なものであり、かつ、事業を確実に遂行するた

め適切なものであること。 

２ 事業実施主体が事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有していること。 

３ 本事業を効果的に実施するための知的財産等に関する知見を有していること。 

 

第６ 事業実施手続 

１ 事業実施計画の作成及び承認 

事業実施主体は、実施要綱第５の１の規定に基づき、別記様式１により事業実施計画を作成

し、食料産業局長に承認申請するものとする。 

ただし、事業実施計画の変更（２の重要な変更に限る。）又は中止若しくは廃止の承認申請

については、交付要綱第11の規定に基づく「補助金変更等承認申請書」の提出をもって、これ

に代えることができる。 

２ 事業実施計画の重要な変更 

   実施要綱第５の２の食料産業局長が別に定める重要な変更は、次に掲げるとおりとする。 

（１）第３の１及び２の項目に係る追加又は削除 

（２）事業目的の変更 

（３）交付要綱別表１の１の（６）の植物品種等海外流出防止緊急対策事業の項の重要な変更の

欄に掲げる変更 

 ３ 事業の着手 

 （１）事業の着手は、交付決定に基づき行うものとする。 

    ただし、事業の効果的な実施を図る上で、交付決定の前に着手する場合にあっては、事業

実施主体は、あらかじめ、食料産業局長の適正な指導を受けた上で、その理由を明記した植

物品種等海外流出防止緊急対策事業に関する交付決定前着手届（別記様式２）を食料産業局

長に提出するものとする。 

 （２）（１）のただし書により交付決定の前に着手する場合にあっては、事業実施主体は、本事

業について、事業の内容及び補助金の交付が確実となってから、着手するものとする。 

また、この場合においても、事業実施主体は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責

任とすることを了知の上で行うものとする。 

なお、事業実施主体は、交付決定の前に着手した場合には、補助金交付申請書の備考欄に

着手年月日及び交付決定前着手届の文書番号を記載するものとする。 

 

第７ 事業の実施 

 １ 植物品種等海外流出防止緊急対策事業実施規程の作成 

事業実施主体は事業の実施に際し、補助金の交付の手続等について次に掲げる事項を記載し

た植物品種等海外流出防止緊急対策事業実施規程（以下「実施規程」という。）を作成し、別

記様式３により食料産業局長に提出し、その承認を受けるものとする。これを変更しようとす

るときも同様とする。 

（１）交付対象要件の定義及び補助金の額 

（２）交付申請及び実績報告の手続 

（３）交付決定及び補助金の額の確定等の手続 
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（４）申請の取下げの手続 

（５）事業実施計画の（変更）承認等の手続 

（６）補助金の支払の手続 

（７）交付決定の取消し等の手続 

（８）事業実施主体による調査 

（９）個人情報保護等に係る対応 

（10）その他必要な事項 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）事業計画の作成及び報告手続 

事業実施主体は、実施規程に定める事業実施計画を間接補助事業者である事業実施団体等

（以下「事業実施団体等」という。）に作成させ、事業実施主体に提出させるものとする。

また、第３の１の事業の事業実施計画には、出願品種名、出願先国・地域及び国内代理人（定

まっている場合）を、第３の２及び４の個別分析の事業実施計画には、実施方針、実施体制、

実施内容及びスケジュールを明記させるものとする。 

また、事業実施主体は、提出された事業実施計画を取りまとめ、予算の範囲内で見込まれ

る採択計画を明示した上で別記様式４により事業実施団体等への採択通知に先立ち食料産

業局長に報告するものとする。 

（２）交付決定及び額の確定 

事業実施主体は、事業実施計画の承認後、事業実施団体等に交付申請書を提出させ、交付

決定を行うものとする。 

また、事業完了後に検査を行い、補助金の額を確定し、確定に基づき支払を行うものとす

る。 

（３）事業の進捗状況管理、助言等 

事業実施主体は、実施規程に基づき、事業実施団体等に必要な報告をさせるとともに、事

業の進捗状況を管理し、必要に応じて助言や指導を行うものとする。 

 

第８ 事業実施状況等の報告及び指導 

１ 事業実施状況の報告 

食料産業局長は、必要に応じ、事業実施年度の途中であっても、事業実施主体に事業実施状

況の報告を求めることができるものとする。 

２ 指導 

食料産業局長は、１の規定による事業の実施状況報告の内容について検討し、事業の成果目

標に対する達成状況が不十分と判断される場合等には、事業実施主体に対し改善の指導を行う

等の必要な措置を講じるものとする。 

 

第９ 補助金遂行状況の報告 

交付要綱第15に定める補助金遂行状況の報告については、補助金の交付決定に係る年度の12

月末日現在において、交付要綱別記様式第５号の補助金遂行状況報告書を作成し、翌月末まで

に交付決定者（交付要綱第５の２に規定する交付決定者をいう。）に提出するものとする。 

ただし、交付要綱第14の規定に基づき概算払を受けようとする場合は、交付要綱別記様式第

６号の概算払請求書の提出をもって、これに代えることができる。 
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第10 その他 

１ 助成対象 

事業実施主体が、本事業によらず、現に実施し、又は既に終了させた事業については、本事

業の助成対象としない。 

２ 事業実施主体の事業遂行 

事業実施主体は、善良な管理者の注意をもって本事業を遂行しなければならない。 

 

附 則 

１ この要領は、令和３年１月28日から施行する。 

２ 植物品種等海外流出防止対策強化事業実施要領（令和２年１月31日付け元食産第4467号農林水

産省食料産業局長通知）は廃止する。 

３ 廃止前の２に掲げる通知により令和２年度までに実施した事業については、なお従前の例によ

る。 
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別記様式１（第６の１及び２関係） 

 

番   号 

年 月 日 

 

 食料産業局長 殿 

 

 

所在地 

団体名 

代表者氏名       

 

 

令和 年度植物品種等海外流出防止緊急対策事業実施計画の（変更、中止、廃止の承

認）申請書 

 

 

 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業実施要綱（平成28年10月11日付け28食産第2762号農林水

産事務次官依命通知）第５の１の規定に基づき、関係書類を添えて、承認（変更、中止、廃止の承

認）を申請する。 

 

 

※ 注１ 関係書類として、別添１及び参考書類を添付すること。 

    なお、別添１中「事業の目的」とあるのは、変更申請の場合は「変更の理由」と、中

止又は廃止申請の場合は「中止（又は廃止）の理由」とし、いずれの場合もその理由に

ついて記載すること。 

  注２ 変更又は中止若しくは廃止の承認申請の場合は、｢第５の１｣を｢第５の２｣とし、事業

実施計画の承認通知があった内容等と容易に比較対照できるよう、変更部分を二段書き

とし、変更前を括弧書きで上段に記入すること。 

ただし、事業内容のうち当該変更の対象外となるものについては記入を省略できる。 

  注３ 事業実施結果に係る報告書として本様式を用いる場合には、件名を「令和  年度植

物品種等海外流出防止緊急対策事業実施結果報告書」とし、関係書類には、実績を記載

すること。 

     なお、別添１中「事業実施計画書」とあるのは、「事業実施報告書」、「計画」とあ

るのは「実績」とすること。 
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別添１ 

 

植物品種等海外流出防止緊急対策事業実施計画書 

 

１ 事業実施体制 

総括担当者名 ※本事業の総括者を記載すること。 

経理担当者名 ※補助事業の経理報告などを行う者を記載すること。 

※本事業における組織体制の概要を図等で示すこと。 

 また、どういう関係・役割なのか分かるように示すこと。 

 

２ 事業目的 

 

 

３ 実施内容 

（１）海外出願促進対策 

ア：実施内容（支援目標数等） 

イ：実施方法（公募方法、管理・運営方法、選定委員会メンバー、選定基準等） 

ウ：年間スケジュール 

 

（２）簡易な許諾方法のモデル構築 

ア：実施内容 

イ：実施方法（公募方法、対象事案選定、調査方法等） 

ウ：年間スケジュール 

 

（３）流通種子データベースの構築 

ア：実施内容 

イ：実施方法（データベースの設計（データ収集方法等）、システム開発・実証分析等） 

ウ：年間スケジュール 

 

（４）品種登録制度におけるＤＮＡ判定技術の高度化 

ア：実施内容 

イ：総合解析実施方法（調査総合解析、妥当性試験の方法等） 

ウ：個別分析実施方法（公募・選定方法等） 

エ：年間スケジュール 

 

４ 事業の成果目標 
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５ 事業成果・効果の検証方法 

 

 

６ 総括表 

事業内容及び 

経費の配分 

事業費 負担区分 備 考 

国庫補助金 事業実施主体 

 
１ 海外出願促進対策費 
  
（１）我が国農産物の輸出力強化
のため重要な品種の海外への品

種登録出願に係る経費 
 
（２）（１）以外の海外への品種
登録出願に係る経費 
 
２ 簡易な許諾方法のモデル構築

に係る経費 
 
３ 流通種子データベースの構築
に係る経費 
 
４ 品種登録制度におけるＤＮＡ

判定技術の高度化に係る経費 
 

千円 千円 千円   
 

 

計     

（注）事業内容及び経費の配分は、交付要綱別表１の経費の欄の区分により記入すること。 
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別記様式２（第６の３関係） 

 

番   号 

年 月 日 

 

 食料産業局長 殿 

 

 

所在地 

団体名 

代表者氏名       

 

 

植物品種等海外流出防止緊急対策事業に関する交付決定前着手届 

 

 

 このことについて、下記のとおり条件を了承の上、交付決定前に着手したいので届け出ます。 

 

 

記 

 

 

 １ 交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変の事由によって実施した事業に損失を生じた

場合、これらの損失は、事業実施主体が負担します。 

 ２ 交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、

異議がないこととします。 

 ３ 当該事業については、着手から交付決定を受けるまでの期間内においては、計画変更は行

わないこととします。 

 

 

 

 

 

事業の内容 総事業費 着手予定 

年月日 

完了予定 

年月日 

理  由 

 円    
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別記様式３（第７の１関係） 

 

番   号 

年 月 日 

 

 食料産業局長 殿 

 

 

所在地 

団体名 

代表者氏名       

 

 

令和 年度植物品種等海外流出防止緊急対策事業実施規程の（変更）承認申請につい

て 

 

 

 植物品種等海外流出防止緊急対策事業実施要領（令和３年１月28日２食産第5433号農林水産省食

料産業局長通知）第７の１の規定に基づき、植物品種等海外流出防止緊急対策事業実施規程の承認

（変更）を申請する。 

 

 

注：関係書類として、植物品種等海外流出防止緊急対策事業実施規程を添付すること。 
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別記様式４（第７の２関係） 

 

番   号 

年 月 日 

 

 食料産業局長 殿 

 

 

所在地 

団体名 

代表者氏名 

 

 

令和 年度植物品種等海外流出防止緊急対策事業実施計画の報告について 

 

 

 植物品種等海外流出防止緊急対策事業実施要領（令和３年１月28日２食産第5433号農林水産省食

料産業局長通知）第７の２の規定に基づき、別添のとおり報告する。 

 

 

 注：関係書類として、別添２を添付すること。 
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別添２ 

 海外出願促進対策 

支援対象者名 植物種類名 

（和名） 

品種名 出願 

番号 

登録 

番号 

出願先

国・地

域 

国内代理

人名 

採択の

可否 

        

        

 

 

 

 

 

 

 


